
HP
詳しく

で

通学路の安全確保にもご協力を

安
全
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し
む
た
め
に

自
転
車
を
使
う
時
は
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ
て

　楽
し
み
な
が
ら
健
康
づ
く
り
に
役
立
つ
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
。

で
も
、夢
中
に
な
り
過
ぎ
る
と
、思
わ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
を
招
い

て
し
ま
う
こ
と
も
。

　注
意
の
ポ
イ
ン
ト
を
こ
の
機
会
に
し
っ
か
り
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

移
動
し
な
が
ら
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
操
作
は
危
険
で
す
。

必
要
な
場
合
は
、安
全
な
場
所
に
止
ま
っ
て
操
作
を
。
他
に

も
、歩
行
者
の
み
な
さ
ん
の
注
意
で
防
げ
る
事
故
が
あ
り
ま

す
。
下
記
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
、事
故
を
防
ぎ

ま
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
　

普
段
は
当
然
守
っ
て
い
る
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
も
、親
し
い
仲
間

や
家
族
と
集
団
で
歩
い
て
い
る
と「
つ
い
、う
っ
か
り
」違
反
し

て
し
ま
い
が
ち
。
特
に
、次
の
点
に
は
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

信号を守る
当たり前ですが、
赤信号では必ず
止まって。

更に、もう一度、
右をよく見て。

「横断禁止」「一時停止」
などには必ず従って。 

暗い道でもあなた
が見えやすくなる
ように。

靴、バッグ等に
付けて、夜道の
対策を。

運転手と
目を合わせる
気持ちで。

信号が青でも
右・左確認

明るい色の服装で 反射材の活用を

4 月6 日～ 1 5 日は 春 の 交 通 安 全 運 動 実 施 中
高齢者の死亡事故の７割は歩行中に

自
転
車
は
、車
道
が
原
則
、歩
道
は
例
外

安
全
ル
ー
ル
を
守
る

子
ど
も
は

ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、

車
道
寄
り
を
徐
行

車
道
は
左
側
を
通
行

飲
酒
運
転
禁
止

 

罰
則  

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 

百
万
円
以
下
の
罰
金

二
人
乗
り
禁
止
　
　
　

 

罰
則  

２
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は

 

科
料

並
進
禁
止

（「
並
進
可
」の
標
識
の

あ
る
場
所
を
除
く
）

 

罰
則  

２
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は

 

科
料

夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

 

罰
則  

５
万
円
以
下
の
罰
金

信
号
順
守

 

罰
則  

３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 

５
万
円
以
下
の
罰
金

交
差
点
で
の一時
停
止
と
安
全
確
認

 

罰
則  

３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 

５
万
円
以
下
の
罰
金 

他

×

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

　
携
帯
電
話
な
ど
の
使
用

×

傘
差
し

×

ヘ
ッ
ド
ホ
ン
、イ
ヤ
ホ
ン
の

装
着

 

罰
則  

５
万
円
以
下
の
罰
金

　
道
路
交
通
法
上
、自
転
車
は「
軽
車
両
」

で
す
。
歩
道
と
車
道
の
区
別
が
あ
る
と

こ
ろ
で
は
、車
道
通
行
が
原
則
で
す
。

 

罰
則  

３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 

５
万
円
以
下
の
罰
金
　

☆
13
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
や
70
歳
以
上

の
方
の
運
転
な
ど
は
例
外

　
歩
道
で
は
、す
ぐ
に
停
止
で
き
る
速
度

で
車
道
寄
り
を
徐
行
し
、歩
行
者
の
通
行

を
妨
げ
る
よ
う
な
場
合
は一時
停
止
を
。

 

罰
則  

２
万
円
以
下
の
罰
金
ま
た
は
科
料

　
車
道
で
は
、道
路
の
中
央
か
ら
左
側

部
分
の
左
端
の
通
行
を
。

 

罰
則  

３
か
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 

５
万
円
以
下
の
罰
金

1

1
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5こ
ん
な
危
険
運
転
も

絶
対
ダ
メ

撤
去
さ
れ
た
自
転
車
の
引
き
取
り
に
は
、

撤
去
手
数
料
５
千
円
が
必
要
で
す

　
撤
去
後
の
自
転
車
は
、１
か
月
間
保
管
し
ま
す
。自
転

車
保
管
場
所
で
の
引
き
取
り
に
は
、撤
去
手
数
料
５
千
円

と
、身
分
証
明
書
、自
転
車
の
鍵
が
必
要
で
す
。

☆
撤
去
前
に
盗
難
届
を
警
察
署
に
提
出
し
て
い
る
な
ど
、

客
観
的
に
盗
難
の
事
実
を
確
認
で
き
る
場
合
は
、撤
去
手

数
料
を
免
除（
確
認
で
き
な
い
場
合
は
所
有
者
が
負
担
）

自
転
車
駐
車
場
の
ご
利
用
を

定
期
利
用
・
年
間
登
録
利
用

　
自
宅
、通
勤
・
通
学
先
が
最
寄
り
駅
か
ら
５
百
m
以
上

離
れ
て
い
る
方
が
対
象（
原
則
）。利
用
料
免
除
制
度
あ
り
。

１
日
利
用
　

　
ど
な
た
で
も
利
用
可
。１
回
百
円（
杉
山
公
園
地
下
と

東
中
野
駅
前
広
場
地
下
の
み
、同
１
５
０
円
）。

☆
自
転
車
駐
車
場
や
自
転
車
保
管
場
所
な
ど
に
つ
い

て
詳
し
く
は
、区
　
を
ご
覧
に
な
る
か
、自
転
車
対
策

担
当
へ
問
い
合
わ
せ
を

安
全
に
通
行
で
き
る
よ
う

放
置
自
転
車
を
撤
去
し
て
い
ま
す

　
区
は
、区
内
の
各
駅
周
辺
を「
自
転
車
放
置
規
制
区
域
」

に
指
定
し
、放
置
自
転
車
を
即
時
撤
去
し
て
い
ま
す
。

　
同
区
域
外
で
も
、状
況
に
よ
り
撤
去
し
ま
す
。

「
放
置
自
転
車
」と
は

　
利
用
者
が
そ
の
場
を
離
れ
、す
ぐ
に
移
動
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
い
自
転
車
の
こ
と
。道
路
上
の
放
置
自
転
車
は
、

通
行
を
妨
げ
る
危
険
な
障
害
物
で
す
。ほ
ん
の
少
し
の
時

間
で
も
、必
ず
自
転
車
駐
車
場
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

自
転
車
駐
車
場
へ
止
め
よ
う

自
転
車
対
策
・
地
域
美
化
担
当
／
８
階

☎（
３
２
２
８
）５
５
２
８
　

FAX（
３
２
２
８
）５
６
７
５

　自転車安全整備士により、法
令の基準に適合した点検・整備
がなされた自転車の印です。
　どなたでも入れる賠償責任保
険と傷害保険がセット（１年間の
付帯保険）で付きます。
　毎年、点検・整備を受け、ＴＳ
マークを貼付してもらいましょ
う。
☆料金などについて詳しくは、

「店章」を掲げた自転車安全整備
店か、公益財団法人日本交通管
理技術協会☎（3260）3621へ
問い合わせを

　自転車利用者が加害者となり、
多額の賠償責任を負った事例も
あります。万一の事故に備えて
保険に入っておくと安心です。
 事例　小学校５年生が前方不
注意の自転車で女性に衝突。女
性は頭を骨折して意識不明に→
賠償金約9,500万円 

　信号無視、遮断踏切への立
ち入り、酒酔い運転等の危険行
為を繰り返すと受講対象（受講
料 5,700 円）。命令に従わない
と 5 万円以下の罰金に。

自転車の悪質な
危険運転者は講習受講が

義務付けに

自転車事故に備えて
保険加入を

点検・整備で安心・安全な
自転車の印「TSマーク」を

　
13
歳
未
満
の
お
子
さ
ん
に

は
、乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か

ぶ
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

☆
大
人
も
か
ぶ
っ
て
頭
部
の

保
護
を

歩行中
69.8％自転車

20.6％

その他

自
転
車
安
全
利
用
五
則
（
左
の
　
〜
　
）
な
ど
を
守
ろ
う

生
活
・
交
通
安
全
担
当
／
８
階
　
☎（
３
２
２
８
）８
８
８
６
　
FAX（
３
２
２
８
）５
６
５
８

◀店章。ＴＳとは、
　「TRAFFIC SAFETY
　（交通安全）」の頭文字

Ｑ１A１A2

歩
行
中
の
ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
に
は

ど
ん
な
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
す
か

Ｑ2
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
い
な
が
ら

歩
い
て
く
る
人
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

歩
行
中
の
交
通
事
故
も
心
配
で
す

●
住
宅
街
な
ど
で
は
、大
声
で
話
さ
な
い

●
立
ち
入
り
禁
止
の
場
所
に
は
、

  

勝
手
に
入
ら
な
い

●
ご
み
は
、持
ち
帰
る

●
喫
煙
可
能
な
場
所
以
外
で
、

  

た
ば
こ
を
吸
わ
な
い

  

な
ど

　昨年、都内の交通事故で亡くなった164人の
うち、65歳以上の高齢者は63人。その内訳を
見ると「歩行中」が7割
を占めました（右図）。
　「いつも通っていると
ころだから」などと油断
せず、上記のポイントに
注意してお出掛けを。

学事担当／５階
☎（３２２８）５４５９　FAX（３２２８）５６８０
　４月は入学・進級の時期です。新1年生を
始め、子どもたちが安心して学校へ通えるよ
う、教育委員会では、保護者や地域の方と協力
し、平日及び授業日となっている第２土曜日を
中心に、登下校の見守り活動や防犯パトロール
など、通学路の安全対策に取り組んでいます。
　地域のみなさん、ドライバーのみなさんも通
学路の安全確保にご協力をお願いします。

横断禁止

▼
▼
▼
▼
▼

標識を守る

「アイコンタクト」で
事故防止

交通事故防止のためのポイント歩行者編
～「このぐらい」あなたの油断が　事故招く～

しっかり
確認を Point

3
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